
  

 

 

 

 

第４８回宮城県地方港湾審議会幹事会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和４年３月２５日（金） 

午後２時３０分 

場所 宮城県庁行政庁舎８階 

土木部会議室（Web開催） 

 

 



  

 

第４８回宮城県地方港湾審議会幹事会議事録 

 

１ 開催年月日及び場所 

令和４年３月２５日（金）午後２時３０分から午後３時まで 

宮城県庁行政庁舎８階 土木部会議室 

（県の職員以外の幹事については各所属からWeb方式による出席） 

 

２ 出席者の職名及び氏名 

・横浜税関仙台塩釜税関支署総務課長                石黒 龍次               

・仙台検疫所次長                         甲田 徳康 

・横浜植物防疫所塩釜支所長                    川㟢 和実 

・東北経済産業局産業部産業振興課長                高坂 英利 

・東北運輸局交通政策部環境・物流課課長補佐            片平 明宏 

（東北運輸局交通政策部環境・物流課長  北条 敬 代理） 

・東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所長            瀬戸 祐介 

・宮城海上保安部交通課長                     宮里  宰 

・東北地方整備局企画部環境調整官                 今野 裕美 

・仙台市都市整備局総合交通政策部交通政策課主査          狩野 智哉 

（仙台市都市整備局総合交通政策部交通政策課長  坂野 浩之 代理） 

・石巻市建設部河川港湾課課長補佐                 佐藤  豊 

 （石巻市建設部長  伊勢崎 誠一 代理） 

・塩竈市産業環境部商工港湾課長                  伊東 英二 

 （塩竈市産業環境部長  小山 浩幸 代理） 

・気仙沼市建設部長                        佐々木 守 

・女川町建設課長                         宍戸 睦正 

・宮城県復興・危機管理部副部長                  千葉  伸 

・宮城県企画部副部長                      小野寺 邦貢 

・宮城県環境生活部副部長（技術担当）              小野寺 瑞穂 

・宮城県水産林政部副部長                     髙橋 義広 

・宮城県土木部副部長                       山下 浩之 

・宮城県土木部副部長（技術担当）                 狩野 淳一 

 

３ 議事 

議案第１号 塩竈市海岸通・港町地区（仙台塩釜港塩釜港区）港湾隣接地域の変更 

について 

議案第２号 石巻市小渕浜地区（表浜港）港湾隣接地域の変更について 

 



  

 

４ 審議経過の概要 

（１）開会 

幹事会を公開とすることについて事務局から確認がなされた。 

（２）挨拶 

宮城県土木部狩野副部長（技術担当）から挨拶があった。 

（３）会議成立の確認 

事務局から幹事総数２０名中，本人出席１５名，代理出席４名，欠席１名で過半数

の定足数に達しており，宮城県地方港湾審議会条例第７条第２項及び同運営規則第６

条第４項の規定により，本幹事会が成立していることが報告された。 

（４）議長選出 

幹事会の議長については，宮城県土木部副部長（技術担当）の狩野幹事が務めるこ

ととされた。 

（５）議事録署名人の指名 

仙台検疫所次長の甲田幹事と気仙沼市建設部長の佐々木幹事が指名された。 

（６）審議 

議案第１号 塩竈市海岸通・港町地区（仙台塩釜港塩釜港区）港湾隣接地域の変更 

について 

事務局から，塩竈市海岸通・港町地区（仙台塩釜港塩釜港区）港湾隣接地域の変更

について，議案書により説明がなされた。 

 

（質  疑） 

  ＜東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所長 瀨戸幹事＞ 

   手続きについて伺いたい。地方港湾審議会の報告はどのような形で行う予定か。 

 

 ＜事務局＞ 

  書面で行う予定である。 

 

（議  決） 

   議案第１号について，異議なく承認され，原案どおり適当であるとして宮城県地方

港湾審議会宛て報告することとされた。 

 

議案第２号 石巻市小渕浜地区（表浜港）港湾隣接地域の変更について 

事務局から，石巻市小渕浜地区（表浜港）港湾隣接地域の変更について，議案書に

より説明がなされた。 

 

（質疑なし） 

  

 



  

 

（議  決） 

   議案第２号について，異議なく承認され，原案どおり適当であるとして宮城県地方

港湾審議会宛て報告することとされた。 

 

（７）閉会 

 

５ 議決内容 

議案第１号及び議案第２号について，原案どおり宮城県地方港湾審議会へ報告するこ

とについて異議なく承認された。  



  

 

宮城県地方港湾審議会運営規則第５条及び第８条の規定による議事録として適当である

ことを認め，署名押印する。 

 

第４８回宮城県地方港湾審議会幹事会 

 

議事録署名人 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                        

 


